
上記以外は、https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/menkyo/torishimari/tetsuzuki/hansoku.html（警視庁ＨＰに詳しく掲載されています）

おもな違反の点数・反則金の一覧
反則金の単位は円（2023年3月現在）

反則金・刑事罰
点数おもな違反

原付二輪普通大型

刑事罰刑事罰刑事罰刑事罰1250km以上

速度違反

刑事罰刑事罰刑事罰刑事罰640km以上(高速道)

20,00030,00035,00040,000335km以上40km未満(高速道)

15,00020,00025,00030,000330km以上35km未満(高速道)

刑事罰刑事罰刑事罰刑事罰630km以上50km未満

12,00015,00018,00025,000325km以上30km未満

10,00012,00015,00020,000220km以上25km未満

7,0009,00012,00015,000115km以上20km未満

6,0007,0009,00012,000115km未満

刑事罰刑事罰刑事罰刑事罰6交通の危険
携帯電話使用等

12,00015,00018,00025,0003保持

5,0006,0007,0009,0002指定場所一時不停止等（一時停止違反）

6,0007,0009,00012,0002横断歩行者等妨害等（歩行者妨害）

6,0007,0009,00012,0002赤色等
信号無視

5,0006,0007,0009,0002点滅

5,0006,0007,0009,0002通行禁止違反

6,0007,0009,00012,0002通行区分違反

6,0007,0009,00012,0002追越し違反

6,0007,0009,00012,0002踏切不停止等

5,0006,0007,0009,0002徐行場所違反

6,0007,0009,00012,0002制動装置等
整備不良

5,0006,0007,0009,0001尾灯等

1.春と秋の「全国交通安全運動」の期間。
2.夏と年末・年始の「交通安全運動」の期間。（都道府県ごとに実施）
3.「交通死亡事故多発警報」発令時。（自治体ごとに発令）
4.毎月11日を「横断歩道の日」に指定し、歩行者妨害の取り締まり
を強化している自治体もあります。
5.交通死亡事故が発生した警察署管内・発生した道路では、しばらくの間
取り締まりが強化されることがあります。
6.公開取り締まり情報は、各都道府県の警察ＨＰで公開、
ツイッターで予告している場合も多く、要チェックです。
7.週末金曜日や連休前には「飲酒検問」が多くなります。
8.連休中はインターチェンジ付近での取り締まりが増えます。
料金所付近でのシートベルト（全席着用）、一般道と接続する場所など。

毎日どこかで約1万4900件の
違反が摘発されています︕

特に注意が必要な期間・場所など
今日も安全運転でいきましょう︕


